
 

第１回薩摩川内市行政改革推進委員会 

 
日 時 平成２５年５月１３日（月）    

14:50～16:30（予定） 

場 所 本庁６階 ６０４会議室      

 

 

 

〈 会 次 第 〉 

 

 

１ 開 会 

２ 会長及び副会長の選出 

３ 諮 問 

４ 報告・協議 

（１） これまでの行政改革推進委員会の取組について【報告】 

（２） 第５期行政改革推進委員会の内容及びスケジュールについて【協議】 

（３） 会議の公開・非公開について【協議】 

５ その他 

６ 閉 会 

 

 

■ 配布資料 

・会次第(本紙) 

・参考資料１ 

・参考資料２（平成２５年４月１日第６１７回午さん会（川内商工会議所主催）資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

資料１ 

 

会長及び副会長の選出 

 

薩摩川内市行政改革推進委員会規則第４条の規定に基づき、会長及び副会長を各１名、委員の互

選により選出する必要がある。（７頁別紙①参照） 

 

区分 委員名 

会 長  

副会長  
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資料２ 

 

（１）これまでの行政改革推進委員会の取組について【報告】 

  行政改革推進委員会は、「市長の諮問に応じて，本市が行う行政改革の推進及びこれに関連

する事項を調査・審議する事務」を担任する市の附属機関として、平成１６年度（合併初年度）

に設置している。 

  ア 第１期 

（ア）委員 １２名 

（イ）任期・開催状況 平成１７年１月１２日～平成１９年１月１１日：１６回開催 

（ウ）主な活動成果（※は委員会の答申・提言を踏まえた取組） 

  ・薩摩川内市市政改革大綱の素案について（答申）【平成１７年２月１５日】 
⇒※市政改革大綱の策定 

  ・市政改革の中核となる補助金システムの提言【平成１７年１０月２５日】 
⇒※補助金等基本条例の制定、補助金制度の見直し、提案公募型補助金制度の創設 

    ・市政の望ましいスタンスと広報体制のあり方についての提言【平成１９年１月９日】 

 

イ 第２期 

（ア）委員 ９名 

（イ）任期・開催状況 平成１９年４月１日～平成２１年３月３１日：１８回開催 

（ウ）主な活動成果 

    ・支所のあり方について（中間報告）【平成２０年３月１２日】 

    ・さらなる「市民が主役となる市政」推進として新センターを設置する提言 

【平成２０年８月８日】 

  ウ 第３期 

（ア）委員 １２名 

（イ）任期・開催状況 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日：１７回開催 

（ウ）主な活動成果 

    ・ 薩摩川内市市政改革大綱（第２次）の素案について（答申） 

【平成２１年１０月３０日】 
          ⇒※ 市政改革大綱（第２次）の策定 

 

  エ 第４期 

（ア）委員 １５名 

（イ）任期・開催状況 平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日：２３回開催 

（ウ）主な活動成果 

    ・ 事務事業外部評価結果について（答申）【平成２３年１０月３１日】 

    ・ 事務事業外部評価結果について（答申）【平成２４年 ９月２６日】 

    ・ 薩摩川内市組織機構再編方針（案）に関する協議 
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資料３ 

 

（２）第５期行政改革推進委員会の審議内容及びスケジュールについて【協議】 

  ア 事務事業外部評価の経緯について 

   ・ 市長からの諮問を受け、平成２３年度には６２事務事業、平成２４年度は２４事務事業

の評価を行った。 

   ・ また、平成２３年度実施した「補助金等評価事業（財政課所管）」の評価の際、「平成 

２３年度から事務事業の外部評価を開始したことから、今後の方向性としては、補助金等

の評価についても事務事業評価において実施することを検討すべき」との意見集約がなさ

れた。 

 ・ これを受け財政課及び行政改革推進課の両課において、事務事業評価と補助金等評価を

一元化するための調整・準備作業を進めてきた。 

 

イ 補助金等評価の経緯について 

   ・ 平成１８年度の補助金等基本条例施行により、補助金等に関する基本原則が明示される

とともに、平成１９年度以降の補助金については外部の意見を聴取したうえで補助金等の

見直しを行うことが義務化された。 

・ 平成１９年度から補助金等評価委員会（事務局：財政課）が設置され、平成２４年度ま

で補助金等評価を実施してきた。 

年 度 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 合 計 

評価件数 ５８件 ６１件 １５２件 ６６件 ６７件 １６５件 ５６９件

  ・ 事務事業評価と補助金等評価を一元化するため、平成２５年４月付けで条例改正を行っ

た。（条例改正の内容は以下のとおり） 

薩摩川内市補助金等基本条例新旧対照表 
改正後 改正前 

（・・・略・・・） 

 (補助金等の見直し) 

第４条 市長は、各補助金等ごとに３年を超

えない範囲内で市長が定める期間内に、当

該補助金等の充実、整理、廃止その他の見

直しを行わなければならない。ただし、債

務負担行為に基づき交付する補助金等に

ついては、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による見直しを行う

ときは、薩摩川内市行政改革委員会の意見

を聴いて、各補助金等ごとに次に掲げる事

項について評価を実施するものとする。 

（・・・略・・・） 

（・・・略・・・） 

(補助金等の見直し) 

第 4 条 市長は、各補助金等ごとに３年を超

えない範囲内で市長が定める期間内に、当

該補助金等の充実、整理、廃止その他の見

直しを行わなければならない。ただし、債

務負担行為に基づき交付する補助金等に

ついては、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による見直しを行う

ときは、薩摩川内市補助金等評価委員会の

意見を聴いて、各補助金等ごとに次に掲げ

る事項について評価を実施するものとす

る。 

（・・・略・・・） 

     ※ 第４条の見直しの対象には、単に「○○補助金」といったものだけでなく、「○○助成金」とい

った「補助金」に類する給付金を含むため「補助金等」と記載している。 
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・ 平成２５年度一般会計当初予算においては２４７の補助金がある。（下表参照） 

区  分 
補助金

の種類
備  考 

補助金等見直しの対象の補助金 １８１ ３年以内にすべてを見直す必要がある。 

補助金等見直しの対象外の補助金 ６６
 

 債務負担行為の補助金※ １３ （例）農業近代化資金利子補給金等 

 法令の規定に基づく補助金 ２３ （例）使用済自動車等海上輸送費補助金等 

 災害復旧のための補助金 ４ （例）特別災害復旧補助金等 

 本年度開始した補助金 ２４ （例）観光物産協会運営支援事業補助金等 

合計 ２４７
 

※ 「債務負担行為の補助金」とは、事業者が金融機関から資金の買い入れ後、後年度において 

元本と利子を返済する場合に、利子の一部を補助する補助金のように、補助実施の前年度まで 

に市が事業者（補助対象予定者）と補助の契約等を行っている補助金をいう。 

   

ウ 事務事業と補助金等の関係について 

   ・ 市では総合計画に基づき、別紙②（８頁）のとおり８の施策の基本方針（政策） 

    及びこれに基づく４１の施策により事務事業を行っている。（施策はさらに１２７ 

の小施策に区分） 

・ 施策及び事務事業は、以下のような体系となっている。 
薩摩川内市総合計画 

事務事業 予算額 補助金の種類
政 策 施 策 小施策 

８ ４１ １２７ ６７６件 ４９５億９千万円 ２４７種類

※ 事務事業、予算額及び補助金の種類は、平成２５年度一般会計当初予算ベース 

 

  エ スケジュールについて 

（ア）実施日程について 

 日程 内容 
評価数 

事務事業 補助金等 

第１回 ５月１３日（月） 
【 諮 問 】 ― ― 

年間スケジュール等について ― ― 

第２回 ６月 ５日（水） 模擬外部評価の実施 ― ― 

第３回  ６月  日（木） 外部評価第１回 ４ 

６６ 

第４回 
 ７月 

〃 第２回 ４ 

第５回 〃 第３回 ４ 

第６回 
 ８月 

〃 第４回 ４ 

第７回 〃 第５回 ４ 

第８回 
 ９月 

〃 第６回 ４ 

第９回 〃 第７回 ４ 

第 10 回 
１０月 

〃 第８回 ４ 

第 11 回 〃 第９回 ４ 

第 12 回 

１１月 

協議：評価の取りまとめ第１回 ― ― 

第 13 回 
協議：評価の取りまとめ第２回 ― ― 

【 答 申 】 ― ― 

 ３６ ６６ 
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（イ）委員会の流れについて              ※開始時刻は、１３時３０分を想定 

時 刻 
所要

時間
項   目 

13：30 10 分 会長あいさつ等 

13：40 45 分 外部評価 １件目 

作業の流れ 区分 
作業内容 所要 

時間 

内容の把握

事務事業 

 主管課・室が事務事業評価表及び補

足資料により事務事業の概要説明を行

う。 
10 分

補助金等 

 補助金等の予算が含まれる場合に

は、補助金等評価表に基づき説明を行

う。 

質疑・協議

事 務 事 業

及 び 補 助

金等 

 委員は、主管課・室に対して質疑を

行うとともに、見直しの方向性に関す

る協議を行う。 

25 分

まとめ 

事務事業 

 委員は、協議結果を踏まえて、事務

事業の評価及び見直しの方向性につい

て、取りまとめを行う。 

10 分

補助金等 

 補助金等に関しては、主管課・室の

見直しの方向性に対して、修正が必要

な場合のみ、「事務事業の外部評価結

果のまとめ」にコメントを行う。 

合  計 45 分

あ 

14：25 45 分 外部評価 ２件目 

15：10 10 分 休憩 

15：20 45 分 外部評価 ３件目 

16：05 45 分 外部評価 ４件目 

16：50 10 分 まとめ 

17：00  閉 会 
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資料４ 

（３）会議の公開・非公開について【協議】 

ア 条例等の規定状況 

・ 薩摩川内市情報公開条例第２５条の規定により、委員会の会議は「公開が

原則」となっている。 

・ 平成２４年４月から、薩摩川内市会議の公開に関する要綱（以下、「要綱」

という。）が施行され、附属機関等の会議の公開等について必要な整備がな

された。 
・ 公開又は非公開の決定は、会長が、当該委員会に諮って行うものとし、会議の非

公開を決定したときはその理由を明らかにすることになっている。 

・ 委員会を開催するに当たっては、１週間前までに市ホームページ等で公開する必

要がある。 

・ 委員会の公開又は非公開にかかわらず、委員会終了後速やかに、当該委員会の結

果を市ホームページ等で公表する必要がある。 

 

イ 経 緯 

（ア）行政改革推進委員会 

・ 平成２３年度に第４期委員会に事務事業外部評価を諮問した。 

・ 委員会において、評価作業の公開又は非公開の取り扱いに関する協議が

行われたが、「初めての事務事業の外部評価であること」、「公開すること

により、踏み込んだ議論ができなくなることが懸念されること」から、「事

務事業の評価作業は非公開」と決定された。  

市ホームページに掲載した非公開の理由 

事務事業の外部評価にあっては、当該事務事業に係る不特定多数の利害関

係者が存在する。事務事業の手法の改善及び予算の削減又は拡充に関しての

協議段階における公開は、公正な審議の妨げとなり、会議の目的を達成でき

ない恐れが予想されるため。 

なお、本委員会から薩摩川内市長への答申内容等については、公開予定で

ある。 

・ ただし、事務事業外部評価後の予算編成への反映状況の報告等について

は、事務局から委員へ報告を行う内容となっており、非公開とする理由が

ないため、公開により委員会を開催した。 

 

  （イ）補助金等評価委員会 

    ・ 補助期等評価委員会における補助金等評価は、平成１９年度から実施し

ており開始から十分な期間を経過していることから、平成２４年度の要綱

施行を機に、公開により実施されている。 

 

（ウ）今年度の取扱い（案） 

     委員会の会議は関係条例等により基本的に公開とされている。また、平成

２４年度の補助金等評価委員会における補助金等評価は、公開されている。 

 今後の評価作業は「公開」の扱いとしたい。 
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薩摩川内市行政改革推進委員会規則 

平成 16 年 10 月 12 日 

規則第 6 号 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成 16 年薩摩川内市条例第 38

号)第３条の規定に基づき、薩摩川内市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)

の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 委員会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる市内の公共的団体等の代表者及び住民のうちから、市長が委嘱す

る。 

(1) 商工団体を代表する者 

(2) 農林漁業団体を代表する者 

(3) 民主的団体を代表する者 

(4) 労働関係団体を代表する者 

(5) 学識経験者 

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの 

(任期) 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 

(会長及び副会長) 

第４条 委員会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長がともに事故があるときは年長委

員がその職務を代理する。 

(会議) 

第５条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

(関係者の出席等) 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴

くことができる。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、行政改革推進課において処理する。 

(その他) 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

附 則 

この規則は、平成 16 年 10 月 12 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 11 月 24 日規則第 271 号) 

この規則は、平成 16 年 12 月 1 日から施行する。 
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別紙①



1 地区コミュニティ協議会の活動の充実

2 地区振興計画に基づく事業等への支援

1 コミュニティ活動等への支援

2 コミュニティ活動における市民参画の促進

3 事務事業の民間委託の推進

4 コミュニティビジネスの展開の促進

3 コミュニティ活動環境の整備 1 地区コミュニティセンター等の機能の強化

1 健康づくりの推進

2 医療体制の充実

1 国民健康保険事業の健全運営の確保

2 後期高齢者医療事業の健全運営の確保

3 介護保険事業の健全運営の確保

4 国民年金事業の推進

1 地域福祉活動の推進

2 福祉施設の機能の充実

3 公共的施設等のユニバーサルデザイン化の推進

1 高齢者の介護予防・生活支援の充実

2 介護者・要介護者への支援の充実

3 高齢者の生きがい活動に対する支援の充実

5 子育て支援・児童福祉の充実 1 子育て支援体制の整備及び児童福祉の充実

1 障害者（児）福祉の充実

2 社会参画の促進

7 母子寡婦・父子福祉の充実 1 母子寡婦・父子家庭の自立の支援

1 生涯学習推進体制の構築

2 生涯学習ネットワークの形成

3 生涯学習関連施設の整備

2 社会教育の促進 1 社会教育活動の充実

3 人権の尊重 1 人権に対する正しい理解と認識の促進

1 幼児教育の振興

2 学校教育の充実

3 学校教育施設等の整備・充実

4 地域特性を活かした学校教育の推進

5 高等教育機関等との連携・交流

6 国際理解教育や情報教育などの新時代への対応

5 青少年の健全育成 1 青少年の健全育成

1 文化活動の推進

2 歴史的・文化的資源のネットワーク化

3 文化的施設の機能の充実及び利用の促進

7 スポーツの振興 1 スポーツの振興

1 国際交流の推進

2 国内・地域間交流の推進

1 防災体制の強化

2 原子力安全対策の推進

3 消防・救急体制の充実

4 安全な市民生活の確保

5 交通安全・防犯対策の推進

6 武力攻撃事態への対応

1 自然環境の保全及び公害対策

2 新エネルギーの導入

3 環境衛生対策の充実

4 葬斎場・墓地環境の整備

1 総合的・計画的なごみ処理対策の推進

2 資源ごみの分別収集・リサイクル等の推進

3 不法投棄の防止推進

4 ごみ処理施設の機能の充実

5 最終処分場の整備

1 総合的・計画的な生活排水処理対策の推進

2 し尿処理施設の整備・充実

3 小型合併処理浄化槽の整備の促進

4 公共下水道等の計画的な整備及び適正な維持管理

5 農業・漁業集落排水施設等の整備及び適正な維持管理

1 上水道・簡易水道の計画的な整備及び維持管理

2 温泉施設の計画的な整備及び維持管理

3 産業用水供給体制の充実

政策 施策 小施策

1
コミュニティを活かし地
域力を育むまちづくり

地区コミュニティを活かした仕
組みづくり

コミュニティ活動等への支援強
化

2
健康で共に支え合うまち
づくり

保健・医療の充実

社会保障の充実

地域福祉社会の形成

高齢者福祉の充実

障害者（児）福祉の推進

4

6

3
地域の特色を活かした教
育・文化のまちづくり

生涯学習の推進

幼児教育・学校教育等の充実

地域文化の保存・継承

交流活動の推進

1

4

6

8

防災・生活安全対策の充実

環境対策の充実

ごみ処理の充実

下水道・生活排水処理対策の推
進

安定した水・温泉利用対策の充
実

1

2

3

4

5

薩摩川内市総合計画に基づく施策の基本方針（政策）、施策及び小施策の一覧

1

2

1

2

3

誰もが安心して快適に暮
らせるまちづくり

4
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別紙②



1 都市ブランドの創出・活用

2 農商工連携による市内事業者の利用促進

3 地産地消・食農教育の推進

1 農業経営の強化

2 農業公社の充実

3 畜産振興対策の推進

4 重点品目等の振興及び特産品の開発

5 農村地域の振興

6 農業・農村基盤整備の推進

1 森林資源の確保

2 林業経営の高度化

3 特用林産の振興

4 林業生産基盤の整備

1 安定的な水産業経営の実現

2 つくり育てる漁業の推進

3 水産加工の高度化

4 漁村地域の振興

5 漁業・漁村基盤整備の推進

1 商工業団体への支援の充実、市街地活性化及び地域商店街の経営基盤の強化

2 既存企業の活性化及び新たな企業の育成・誘致の推進

3 雇用・就業環境の充実

4 産業拠点の整備・活用の推進

1 観光資源の複合的な活用（地域連携型観光圏の創出）

2 スポーツ大会や合宿・コンベンション等の誘致

3 受入態勢等の整備

4 温泉資源の活用と温泉街の活性化

5 観光施設の機能の充実

1 良好な住宅の計画的な整備及び維持管理等の推進

2 定住促進対策の推進

3 計画的な土地区画整理事業の推進

4 がけ地近接住宅の対策の推進

1 公園緑地の計画的な整備及び適正な維持管理の推進

2 観光公園の整備

3 運動公園の整備

1 南九州西回り自動車道の早期整備の促進

2 ２環状８放射道路網の整備の促進

3 国道３号、２６７号、３２８号の整備・充実

4 県道の整備の促進

5 市道の整備の推進

6 交通サービスの強化

7 ネットワークサインの整備

1 中心市街地の形成

2 市内各地の市街地の整備

1 河川の整備の推進

2 河川等における環境の保全・整備

3 河川の利活用の推進

1 定期航路の拡充

2 港湾機能の強化

1 地域情報化に向けた施策の総合的な展開

2 情報通信基盤の充実

3 高度情報通信システムの構築

4 人材の育成及び環境の整備

1 計画的な土地利用の推進

2 適切な土地利用規制の実施

3 用地行政の充実

1 市民参画の推進

2 広聴広報の充実

1 男女共同参画の視点に立った人権の尊重

2 女性が個性と能力を発揮できる機会の提供

3 男女共同参画社会の実現に向けた体制等の整備

1 実効性の高い行政経営の推進

2 公共施設の整備・管理

2 健全で安定的な財政運営の推進 1 持続可能な財政構造の確立

情報通信基盤の整備

土地の有効利用

1

地域力を発揮し産業活力
を創出するまちづくり

薩摩川内経済圏の創出

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

商工業の振興

観光の振興

実効性の高い行政経営等の推進

都市力を創出するまちづ
くり

住環境の整備

公園緑地の整備

みんなで進める市民参画
のまちづくり

5

6

7

市民参画の推進

男女共同参画社会の形成

道路・交通ネットワークの整備

市街地等の整備と拠点づくり

河川空間の形成と利活用

港湾施設の充実及び利用促進

2

3

4

5

6

1

2

4

3

5

持続可能な行財政運営の
推進と政策形成能力の向
上によるまちづくり

8

1

2

1
8

7

6
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用語集 
 用語 解説 
 諮問 有識者または一定機関に、意見を求めること。 

Ｐ１ 規定 法令の条文として定めること。また、法令の個々の条文。 

Ｐ２ 附属機関 

自治法第１３８条の４第３項に「普通地方公共団体は、法律又は条例の定

めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、

審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くこと

ができる。」と規定されている。 
 平成２４年度末現在、薩摩川内市には１８の附属機関がある。 

Ｐ２ 
薩摩川内市政改

革大綱 

簡素で効率的・効果的な行政体制と健全な財政経営基盤の確立を図り、市

民と協働して改革を進めるための本市の行政改革に関する指針。平成２２年

度から平成２６年度までの５年間を期間とした第２次の市政改革大綱を平成

２２年３月に策定した。（市ホームページに掲載済） 

Ｐ２ 
薩摩川内市組織

機構再編方針

（案） 

平成３１年度までを計画期間とした本市の組織機構のあり方を示した「組

織機構再編方針」の案。平成２４年度の行政改革推進委員会において、協議

後、同案に対するパブリックコメントを実施した経緯がある。現在のところ、

策定には至っていない 

Ｐ３ 債務負担行為 
「債務」とは、経費の支出義務のこと。「債務負担行為」は、将来にわたる

債務を負う契約を結ぶことをいいます。 

Ｐ４ 一般会計 

地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分経理されています。一

般会計は、地方公共団体の行政運営上、基本的な経費を網羅した会計である。

特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行う場合、条例で設置するこ

とができる。本市には、国民健康保険事業特別会計など１４の特別会計があ

る。 
Ｐ４ 当初予算 一会計年度の年間予算として当初に成立した予算のこと。 

Ｐ４ 
薩摩川内市総合

計画 

地方自治法第２条第４項の規定に基づき、本市の将来の発展に向けて、市

民と行政が一体となって、地域特性を活かしながら、新しい時代にふさわし

い活力と魅力あるまちづくりに取り組むための、市政の総合的な経営指針と

なるもの。（市ホームページに掲載済） 

Ｐ４ 
施策の基本方針

（政策） 
特定の行政課題に対するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動

の大きなまとまり 
Ｐ４ 施策 上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活

動のまとまりであり、「政策」を実現するための具体的な方策や対策ととらえ

られるもの。 
Ｐ４ 小施策 

Ｐ４ 事務事業 
上記の「具体的な方策や対策」を具現化するための個々の行政手段として

の事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの 

Ｐ４ 答申 
上司の問いに対して、意見を申し述べること。特に諮問機関が、諮問を受

けた事項について、行政官庁に意見を具申すること。 
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